
 

総
　
務
　
委
　
員
　
会 

 

　「
平
成
十
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
八
号
）」は
、当
該
年
度
中
、最
後

の
補
正
で
、執
行
部
に
対
し
事
業
計
画

が
十
分
に
実
現
で
き
た
か
ど
う
か
の
審

査
を
し
た
結
果
、原
案
を
可
決
す
る
こ

と
に
全
員
が
賛
成
し
た
。 

　
国
の
法
改
正
に
よ
り
条
例
の
改
正
を

行
う
三
議
案
に
つ
い
て
は
、議
員
そ
の

他
の
公
務
災
害
補
償
、教
育
長
の
給
与

等
及
び
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例
の
改

正
を
す
る
も
の
で
あ
り
、新
旧
対
照
表

を
も
と
に
審
査
し
た
結
果
、全
員
が
原

案
に
賛
成
で
可
決
し
た
。 

　
昨
今
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、

職
員
、議
員
、特
別
職
職
員
等
の
旅
費
及

び
費
用
弁
償
の
基
準
額
引
き
下
げ
を
行

う
四
議
案
に
つ
い
て
は
、全
員
が
原
案

を
可
決
す
る
こ
と
に
賛
成
し
た
。 

　
請
願
六
号「
防
衛
庁
を『
省
』に
昇
格

を
求
め
る
請
願
」に
つ
い
て
は
、再
度
紹

介
議
員
に
説
明
を
求
め
、賛
成
反
対
の

議
論
伯
仲
の
も
と
採
決
の
結
果
、採
択

に
つ
い
て
賛
成
三
名
、反
対
二
名
の
賛

成
多
数
で
可
決
し
た
。 

 

文
　
教
　
委
　
員
　
会 

 

　
三
月
議
会
に
お
い
て
付
託
を
受
け
た

第
十
一
号
議
案「
市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」は
、温
水
プ
ー

ル
及
び
人
工
芝
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
雇
用

能
力
開
発
機
構
か
ら
、春
日
市
へ
譲
渡 

            

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、施
設
の
使
用
料

の
区
分
及
び
額
を
改
正
す
る
も
の
で
あ

る
。改
正
の
主
な
内
容
は
、使
用
者
区
分

か
ら「
勤
労
者
」の
項
目
を
廃
止
し
使
用

料
の
一
部
を
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
会
で
は
、改
正
の
理
由
や
利
用
状

況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
慎
重
に
審
査

し
た
結
果
、全
員
が
原
案
を
可
決
す
る

こ
と
に
賛
成
し
た
。 

　
審
査
の
途
中
で
、温
水
プ
ー
ル
の
利

用
者
が
増
え
て
い
る
の
は
、コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
や
よ
い
の
効
果
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。水
泳
は
健
康
増
進
・
リ
ハ
ビ

リ
に
効
果
的
な
の
で
、健
康
事
業
と
の

連
携
な
ど
の
工
夫
を
し
て
は
ど
う
か
と

い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。 

 

厚
　
生
　
委
　
員
　
会 

 

　
今
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
補
正
予
算

案
件
三
件
、予
算
案
件
三
件
、協
議
案
件

一
件
に
つ
い
て
審
査
し
、七
議
案
と
も

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。委
員
会

で
議
論
に
な
っ
た
こ
と
は
、国
保
会
計

に
お
い
て
国
よ
り
財
政
安
定
化
支
援
事

業
繰
入
金
を
受
け
た
が
三
年
間
と
い
う

限
ら
れ
た
期
間
の
み
に
限
定
さ
れ
、そ

の
後
の
財
政
的
不
安
材
料
が
残
る
こ
と
。

介
護
保
険
事
業
で
は
、在
宅
で
介
護
を

受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
高
齢
者
は
有

料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
指
定
特
定
介
護

を
受
け
る
傾
向
に
あ
り
高
度
利
用
の
保

険
給
付
の
大
き
な
伸
び
の
一
因
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

平
成
十
六
年
度
予
算
で
は
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
・
老
人
医
療
特
別
会
計
・
介

護
保
険
事
業
特
別
会
計
に
対
し
一
般
会

計
よ
り
の
繰
出
金
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
の
は
国
の
支
援
事
業
が
減
額
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
今
後
も
収
納
率
向
上
に

向
け
て
努
力
を
続
け
て
い
く
こ
と
、ま

た
国
庫
負
担
制
度
の
安
定
と
確
立
を
国

に
働
き
か
け
る
こ
と
で
し
た
。 

 

建
　
設
　
委
　
員
　
会 

 

　
今
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
は
、

平
成
十
五
年
度
補
正
予
算
案
件
三
件
、

平
成
十
六
年
度
の
都
市
開
発
・
駐
車
場
・

土
地
取
得
・
下
水
道
事
業
の
予
算
案
件

四
件
、そ
の
他
の
案
件
四
件
、報
告
案
件

一
件
で
あ
っ
た
。 

　
審
査
の
結
果
、報
告
案
件
は
全
員
賛

成
で
原
案
を
承
認
し
、議
案
十
一
件
の

う
ち
八
件
は
全
員
賛
成
で
原
案
を
可
決

し
た
。賛
否
が
分
か
れ
た
三
議
案
に
つ

い
て
は
、ま
ず「
消
防
団
員
の
費
用
弁
償

の
額
を
改
正
す
る
」議
案
に
つ
い
て
、下

げ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、現
状
況
に
お

い
て
は
や
む
を
得
な
い
等
の
意
見
が
出

さ
れ
、賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。ま
た「

地
区
街
づ
く
り
条
例
」に
つ
い
て
は
、も

う
少
し
時
間
を
か
け
て
研
究
、調
査
す

べ
き
と
の
意
向
か
ら
継
続
審
査
の
提
案

が
な
さ
れ
た
が
、賛
成
少
数
の
た
め
否

決
さ
れ
、原
案
に
つ
い
て
賛
成
多
数
で

可
決
し
た
。「
下
水
道
事
業
会
計
」に
つ

い
て
は
、人
的
配
置
等
の
問
題
か
ら
反

対
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、賛
成
多
数
で

原
案
を
可
決
し
た
。 

 

予
算
審
査
特
別
委
員
会 

　 　
委
員
会
は
一
日
目
に
正
副
委
員
長
の

互
選
と
審
査
日
程
を
決
定
し
、平
成
十

六
年
度
春
日
市
一
般
会
計
予
算
の
議
案

審
査
を
四
日
間
行
い
ま
し
た
。 

　
委
員
会
で
は
、国
が
進
め
る
三
位
一

体
の
改
革
の
影
響
で
、国
か
ら
配
分
さ

れ
る
地
方
交
付
税
は
約
四
億
四
千
万
円

減
額
、後
年
度
に
交
付
税
措
置
さ
れ
る

臨
時
財
政
対
策
債
の
許
可
額
も
約
五
億

円
減
額
と
な
っ
て
い
る
た
め
、合
計
九

億
五
千
万
円
余
り
の
大
幅
な
減
額
の
下

で
苦
心
の
予
算
編
成
が
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
歳
出
に
つ
い
て
、延
べ
三
十
四
名
の

委
員
か
ら
二
十
七
事
業
そ
の
他
に
つ
い

て
質
疑
や
疑
問
と
と
も
に
、効
果
を
あ

げ
る
た
め
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

議
論
が
集
中
し
た
の
は
、同
和
関
係
補

助
金
、成
人
検
診
、健
康
度
測
定
、生
活

保
護
費
、介
護
保
険
、住
基
ネ
ッ
ト
、連

続
立
体
事
業
、公
民
館
新
設
、国
民
文
化

祭
等
で
し
た
。採
決
の
結
果
、賛
成
多
数

で
可
決
し
ま
し
た
。 
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3月定例会 視点・論点 
3月定例会において、各常任委員会及び特別委員会で議論となったものを各委員長がまとめたものです。 
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